
社団法人 東京都建築士事務所協会
〒160-0023 新宿区西新宿3-6-4東照ビル
TEL 03-5339-8288 FAX 03-3345-0150
URL:http://www.taaf.or.jp/
Ｅ－mail:jimu1@taaf.or.jp

平成１８年９月４日�１４１TOKYO ASSOCIATION OF ARCHITECTURAL FIRMS
問合せは、本会・事務局までお願いします。電話０３－５３３９－８２８８お 知 ら せ

◆国土交通大臣・東京都知事指定／第21回 建築士事務所の管理講習会
国土交通大臣の指定法人による／第９回 建築士事務所の開設者研修会
建築士法第２２条並びに同法施行規則第１７条の３６に定められている建築士の知識及び

技能の維持向上のために、国土交通大臣・東京都知事の指定を受けて毎年実施している定期
講習会です。
受講者には「受講証明書」を交付します。
東京都庁で、建築士事務所登録の更新手続き時には、受講証明書の写しを添付書類として提
出して下さい。
管理講習会、開設者研修会を同日に開催します。
特に平成１９年中に登録更新を迎える建築士事務所の管理建築士をはじめ、管理的立場に

ある方は、この機会にぜひ受講されますようお勧めします。
◇日 時 １１月１７日（金）１０:３０～１６:３０（予定）◇会場 ＪＡビル(９階)ホール(定員 ４５０名)
◇受講料 会員・後援団体会員 １３,０００円 一般 １６,０００円 (テキスト代・消費税込)
※詳しい案内は、近日中にホームページで公開します。

「建築ふれあいフェア2006」の出展のご依頼

今年も１０月５日（木）～７日（土）に新宿駅西口広場イベントコーナーで「建築ふれあい
フェア2006」を開催することとなりました。開催中の１０月６日は日事連の全国大会が東京会
館（千代田区丸の内３－２－１）で行われ、他県の会員も多数見学に来ます。
ぜひ、多くの会員の方にご参加いただきたくご協力お願い申し上げます。
◇日 時 10月５日(木)～７日(土) 10:00～19:00 ５日 13:30開会 最終日 16:00終了
◇会 場 新宿駅西口広場イベントコーナー
◇内 容 「みんなが安心して暮らせる美しいまち」をテーマとした展示 常設開催
・ブース出展費 展示用ボード(900㎜×Ｈ1800㎜)６枚 テーブル２台 イス４脚 付

会員－60,000円 賛助会員－80,000円 その他－120,000円
・パネル出展費 会員－ 5,000円 賛助会員－10,000円 その他－ 20,000円
＊会場内の展示用ボードにＡ１パネル１枚（原則タテ置き）貼付できます。
＊パネルの材質はスチレンペーパー製などの軽量なものでお願いします。

◇申込方法 下記の申込書に必要事項を記入し、金融機関口座にお振込後、申込書をＦＡＸ
：０３－３３４５－０１５０でお送り下さい。

◇申込期限：９月１５日(金)
振 込 先：三菱東京ＵＦＪ銀行浜松町支店 普通預金 口座番号１０２８７３３
口座名義：社団法人 東京都建築士事務所協会

「建築ふれあいフェア2006」申込書

事務所名 氏 名

〒所 在 地

電 話 Ｆ Ａ Ｘ

Ｅ－mail

出 展 費 ○ブース出展 ６０,０００円 × ブース ＝ 円

○パネル出展 ５,０００円 × 枚 ＝ 円

建築士法改正のうごき
◆団体強制加入は引き続き検討を/建築士制度見直しで社会整備審議会建築分科会
社会資本整備審議会（国土交通相の諮問機関）建築分科会の基本制度部会（部会長・村上周

三慶大教授）は８月３１日、建築士制度の抜本的な見直しなどを盛り込んだ報告書をまとめ
た。報告書案に対するパブリックコメントを踏まえ、建築士事務所の業務適正化では管理建築
士が開設者に述べた意見を尊重する措置を講じることを追加した。また、建築士事務所や建築
士の団体への強制加入は、「将来の課題」という一文を追加し、引き続き検討するよう求めて
いる。報告書は同日に開いた建築分科会の答申として国交相に提出された。同省は報告書を踏
まえ、２２日に召集予定の臨時国会に建築士法の改正案を提出する。
報告書には、耐震強度偽装の再発防止策として、建築士制度の見直しや新築住宅の売り主の

瑕疵（かし）担保責任履行に向けた資力確保措置などが盛り込まれている。
このうち、建築士制度の見直しでは、一定規模以上の建築物は一級建築士の中から構造と設

備の「特定建築士」（仮称）を認定し、同建築士による設計図書の作成やチェックを義務化す
るほか、既存建築士の資質向上に向けた一定期間ごとの講習と修了考査の義務化などが必要と
している。
建築士事務所の業務適正化に向けては、「管理建築士が技術的観点から開設者に述べた意見

が尊重されるような措置」を新たに追加したほか、建築士事務所以外への再委託の禁止を徹底
するよう求めている。
建築士、事務所の団体への強制加入は、情報提供や指導監督の強化などで一定の効果がある

一方、反対意見も多いことから、当面は既存団体への加入率向上を図るべきとした。ただ、
「強制加入については将来的な課題」という一文を新たに追加しており、引き続き検討を進め
るよう求めている。
新築住宅の瑕疵担保責任履行のための措置は、保険や供託、信託など具体的な制度設計を検

討し、履行を確保するための措置を売り主などに義務化すべきとしている。
（９月１日 日刊建設通信新聞）

※報告書の内容は、本会ホームページのトップページ「ＮＥＷＳ」欄でご覧ください。

委 員 会 情 報
◆建築物耐震改修評価専門委員会よりお知らせ

耐震診断調査の第三者評価を行う、建築物耐震改修評価専門委員会です。
会員の皆さんより多くの物件申込を頂き、すでに数ヶ月先まで申込を受け付ております。
このため９月１日より来年１月末ごろまで、新規物件の申込受付を中止させて頂くことにな
りました。
会員の皆様にはご不自由をおかけいたしますが、ご了承ください。
また、申込状況については、今後もＦＡＸＮＥＷＳ等でお知らせいたします。

◆会員法律相談のお知らせ／会員委員会
９月の会員法律相談は、９月８日（金）１０：００から行います。
お申し込みは事務局までご連絡ください。

賛助会員からお知らせ
◆DAIKO Architect Design Seminar vol.1 妹島和世が語る建築デザイン
○日 時 １１月２１日（火） 講演会終了後に懇親会を開催します。18：30～20：00

参加希望者は申し込み時に、「懇親会参加希望」と明記。
○会 場 スパイラルホール（港区南青山5-6-23）地下鉄表参道駅Ｂ1出口前
○定 員 350名 ○参加費 無料
○申込み 氏名、勤務先名、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、Ｅメールアドレスを明

記の上、タイトルを「DAIKO Architect Desigｎ Ｓｅｍｉｎａｒ ｖｏｌ．１
申し込み」としてＦＡＸまたはＥメールでお申し込みください。

大光電機㈱ＦＡＸ： Ｅメール event_tyo@lighting-daiko.co.jp03-5600-7797
http://www.lighting-daiko.co.jp/

事務局からお知らせ
◇新春交礼会 １月１６日(火) 京王プラザホテル




